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１．会社概要 

称 号：株式会社清和サービス 

設 立：昭和４６年１２月２２日 

代表者：代表取締役 原 正弘 

所在地：〒252-0212 

    神奈川県相模原市中央区宮下３丁目９番１８号 

    TEL０４２－７７４－１７５２ 

資本金：２４，５８１千円（令和 4年４月１日現在） 

環境管理責任者：林 久夫 

事業活動の内容：一般廃棄物の収集運搬業・中間処理業 

        産業廃棄物の収集運搬業・中間処理業  

        廃棄物容器の販売、道路側溝・下水道管渠の清掃、公共施設等の清掃 

        自動車及び自動車部品の販売、工業薬品の販売 

従業員数：５３（内パートタイマー１５名）令和５年４月１日現在 

売上高：１１４,２１７（万円）４年度５１期 

取扱量：一般廃棄物収集運搬量 14,351ｔ 中間処理量 12,075ｔ  

産業廃棄物収集運搬量 1,975ｔ 中間処理量 1,843ｔ 

敷地面積：4958.67㎡ 

保有車両：運搬車両 

運搬車両（積載能力） ４ｔ以上 ４ｔ～2ｔ 2ｔ以下 計 

塵芥車  6    6台 

プレスパック車 １ 12  1３台 

アームロール式コンテナ車 1 3  4台 

平ボディー車  13  14台 

汚泥吸引運搬車 1 1  ２台 

ユニック付トラック車  1  1台 

コンテナ車 1 2  3台 

保冷車   1 1台 

バキューム車（給水車）  1  1台 

作業用車両その他 

フォークリフト ７台 パワーショベル １台 

大型ショベルローダー １台 小型ショベルローダー ２台 

ホイールローダー １台 営業車 9台 

２．認証取得対象範囲      

   本社、リサイクルプラント・積替保管場所 

    

 

 

 

 

 

 



３．環境方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．株式会社清和サービス環境経営目標（対基準年 2022 年度） 

大項目 項目名 2023年度 

目標 

2024年度 

目標 

2025年 

目標 

（1） 

温室効

果ガス

の総排

出量の

削減 

車内全車両・全重機の

燃費の 

向上・維持 

燃料使用量の抑制、改

善 

軽油・平均燃費 

3.67ｋｍ/ℓ 

以上 

軽油・平均燃費 

3.67ｋｍ/ℓ 

以上 

軽油・平均燃費 

3.67ｋｍ/ℓ 

以上 

   

電気総使用量削減・維

持 

排出係数 0.457ｋｇ・

ＣO２/kWｈ 

270000kWｈ以下 

1ｔ処理電力 

19.30kWｈ以下 

270000kWｈ以下 

1ｔ処理電力 

19.30kWｈ以下 

270000kWｈ以下 

1ｔ処理電力 

19.30kWｈ以下 

温室効果ガス排出抑

制目標 

449359 

CO2-ｋｇ以下 

444865 

CO2-ｋｇ以下（-1％） 

440416 

CO2-ｋｇ以下（-1％） 

（２） 

水資源

投入量

の削減 

上水の使用量の

削減 

社用使用量数量 

上水 2500 ㎥ 

以下 

 

上水 2500 ㎥  

以下 

 

上水 2500 ㎥ 

以下 

   

（３） 

廃棄物

総排出

量の削

減 

総物資（紙コピー用

紙）投入量の削減 

投入量実績 

44000 枚以下 

維持 

44000 枚以下 

維持 

44000 枚以下 

廃棄物総排出量の削

減・維持 

年総排出量 

3000ｋｇ 

年総排出量 

3000ｋｇ 

年総排出量 

3000ｋｇ 

（４） 

Ｏ Ａ 用

品、副資

材 等 の

グ リ ー

ン 購 入

の推進 

 

グリーン購入の推進 

社内使用用品のエコマー

ク、カーボン・オフセット 

統一省エネラベル製品の購

入推進 

社内使用用品のエコマーク、カ

ーボン・オフセット統一省エネ

ラベル製品の購入推進 

社内使用用品のエコマーク、カ

ーボン・オフセット統一省エネ

ラベル製品の購入推進 

（５） 

受託し

た廃棄

物の環

境配慮 

再資源化の促進・埋め

立て処分量の削減・有

害廃棄物の混入の防

止・事故発生時の訓

練・資源化に関する教

育 

 

搬入物に対して分別精度の

職場訓練の実施 

搬入時の廃棄物検査の充

実・教育 

上記に加え、緊急時の対応

訓練の充実 

搬入物に対して分別精度の職

場訓練の実施 

搬入時の廃棄物検査の充実・教

育 

上記に加え、緊急時の対応訓練

の充実 

搬入物に対して分別精度の職

場訓練の実施 

搬入時の廃棄物検査の充実・教

育 

上記に加え、緊急時の対応訓練

の充実 

（６） 

社会的

貢献 

地域とのコミュニケ

ーション 

工場周辺の清掃 

苦情の対応 

工場周辺の清掃 

苦情の対応 

工場周辺の清掃 

苦情の対応 

（７） 

環境教

育の充

実 

環境教育・環境活動・

環境関連法令の教育 

社員、協力会社などへの環

境活動の教育・協力要請 

月 1 回の教育実施 

社員、協力会社などへの環境活

動の教育・協力要請 

月 1 回の教育実施 

社員、協力会社などへの環境活

動の教育・協力要請 

月 1 回の教育実施 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．実施体制 

1.エコアクション２１の取組の体制は下記の通りとし「エコアクション２１実行委員会」を主体に全員で運用する。 

 

ＥＡ２１事務局 

 

  

  

 

 

 

2.責任と権限 

 

 

職名 責任と権限 

代表者 1. 環境管理責任者の任命 

2. 環境方針の制定 

3. 環境経営システムの実施・管理に必要な資源の準備 

4. 環境経営システムの定期的見直し 

5. 社内情報の外部への公開可否決定 

環境管理責任者 1. 環境経営に関する経営資源の合理的、効果的な運用指示 

2. 環境目標の設定、実施計画の設定 

3. 環境経営システムの確立、実施、維持と継続的改善 

4. 代表者への環境経営システムの実施状況報告 

5. 各社員への必要な教育訓練の計画・実施 

事務局 1. 環境経営システム全データ管理と収集 

2. 関連法規等収集、遵法の実施の確認、教育 

3. 社員の教育計画と実施 

責任者 1. 環境管理責任者の方針に従い環境経営システムの実施、維持、継続、改善 

2. 社員の教育・訓練の実施 

3. データ管理・収集 

副責任者 1. 責任者の補佐 

2. 責任者と同様の責任と権限 

社員 1. 環境方針に基づき、行動指針の実施 

資源回収責任者 

中川龍童 

副責任者 

落合芳則 

  

 

工場責任者 

渡部隆二 

副責任者 

大堀浩史 

清掃責任者 

安藤芳行 

副責任者 

柿澤誠志 

 

 

事務所責任者 

原 正規 

副責任者 

内田 雅美 

 

 

 

責任者    林久夫 

副責任者  原正規 

小瀬沢孝典 

収集運搬責任者 

小瀬沢孝典 

副責任者 

田中一雄 

環境管理責任者 林 久夫 

代表者 

代表取締役 原 正弘 

事業系収集運搬

責任者 

菊池昌雄 

副責任者 

早坂辰男 



６．①廃棄物処理工程（資源回収・資源分別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②産業廃棄物処理工程（廃プラスチック類・木くず） 

 

 

 

 

 

 

③ 特別管理産業廃棄物工程（廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物） 

 

 

 

手選別 

発生工程、成分、等の情報の開

示。感染性などの場合は、専用

の容器など

お客様の処分契約

に基づき収集運搬 

お客様がご契約された処分場へ搬入いたしま

す。（焼却、中和、希釈などの無害化） 

資源物

として

分別回

収・搬

入 

  搬入工程   処理工程   出荷工程 

計
量 

 

紙（選別） 

ダンボール 

雑誌・紙製容器 

新聞・紙パック 

 

ビン類 

色選別 

カン 

スチール・ 

アルミ混載 

ペ ッ ト ボ ト

ル・プラスチ

ック類 

 

蛍光管 

水銀体温計 

廃食用油 

布類 

手選別 

紙製容器包装紙 

新聞 

雑誌 

ダンボール 

紙パック 

カレット（茶） 

カレット（透明） 

カレット（他色） 

スチール 

アルミ 

プラ製容器包装 

ペットボトル 

サークル管 

ストレート管 

その他蛍光管 

ダンボール 

廃油 

布 

原
料
（
資
源
化
） 

           

手選別 

磁気選別 

手選別 

手選別 

手選別 

手選別 

焼却 

産業廃棄

物として

収集運搬

搬入 

廃プラスチ

ック類 

 

木くず 

破砕処理(減容) 

 ge 

g 
破砕処理(減容) 

げ 

RPF 用原料 

プラ製品用原料リサイクル 

RPF 用原料 再生材原料 

肥料用原料リサイクル 

分
別
に
よ
り
残
渣
が
発
生 

選
別
さ
れ
た
品
目
ご
と
に
計
量 

 

金物類 
鉄類 

廃油 



7.産業廃棄物許可一覧 

許認可自治体 神奈川県 東京都 相模原市 千葉県 埼玉県 茨城県 山梨県 

許可内容 産業廃

棄物収

集運搬

業 

特別管

理産業

廃棄物

収集運

搬業 

再生事

業者登

録 

産業廃

棄物収

集運搬

業 

産業廃

棄物収

集運搬

業 

産業

廃棄

物処

分業 

一般廃

棄物収

集運搬

業 

一般廃

棄物処

理施設

設置許

可 

一般廃

棄物処

理施設

設置許

可 

産業廃

棄物収

集運搬

業 

産業廃

棄物収

集運搬

業 

産業廃

棄物収

集運搬

業 

産業廃

棄物収

集運搬

業 

許可番号 014020

24947 

014020

24947 

Ｇ00062号 13-00-

024947 

098100249

47号 

0982002

4947号 

相許可第Ａ

0003号 

Ｃ000301 

Ｃ000302 

Ｃ000303 012000249

47号 

011000249

47 

008010249

47 

019000249

47 

許可年月日 R1年

11 月

27 日 

H30 年

6月 26

日 

R2 年 9

月 29 日 

平成

28.2 月 9

日 

R1.11.1 H30.7.

23 

R1.7.4 H14.9.9 H18.7.28 R4 年 4

月 20 日 

R4 年 4

月 21 日 

令和 2

年 11 月

20 日 

令和 2

年 9 月

24 日 

許可有効年月

日 

R6年

10 月

31 日 

R10 年

6月 25

日 

R7年

9月 29

日 

R8年

2月 8

日 

R6年

10 月

31 日 

R10

年７

月２

２日 

R7年

7月 3

日 

  R9年

4月 19

日 

R9年

4月 20

日 

R7年

11 月

19 日 

R7年

9月 23

日 

産

業

廃

棄

物 

燃え殻 ○    ○         

汚泥 ○   ○ ○     〇 〇 〇 〇 

廃油 ○    ○     〇 〇 〇 〇 

廃酸 〇    〇     〇 〇 〇 〇 

廃アルカリ 〇    〇     〇 〇 〇 〇 

廃プラスチ

ック類 

○   ○ ○ ○    〇 〇 〇 〇 

紙くず ○    ○     〇 〇 〇 〇 

木くず ○    ○ ○    〇 〇 〇 〇 

繊維くず ○    ○     〇 〇 〇 〇 

動植物性

残さ 

○    ○      〇   

ゴムくず ○   ○ ○     〇 〇 〇 〇 

金属くず ○   ○ ○     〇 〇 〇 〇 

ガラス・コン

クリートくず 

○   ○ ○     〇 〇 〇 〇 

がれき類 ○    ○       〇 〇 

特

管

産

廃 

廃油  ○            

廃酸  ○            

廃アルカリ  ○            

感染性  ○            

一

般

廃

棄

物 

ゴミ（事業

系，家庭

系） 

      ○       

ディスポー

ザ汚泥 

      ○       

古紙の再

生 

  ○           

金属くずの

再生 

  ○           

空き瓶の再

生 

  ○           

紙類        ○      

空き缶        ○      

ペット・プラ

スチック 

       ○ ○     

 



 

積替え保管に係る許可 

保管場所       相模原市中央区宮下３丁目 359-11.12 

保管を行う産業廃棄物の種類  がれき類 

保管施設 保管面積 ９．７５㎡保管コンテナ   ６基 

最大保管量 １０．７４㎥（最大保管量 １．７９㎥×６基＝１０．７４㎥） 

処理施設設置許可   

施設の種類 ごみ処理施設（破砕施設）廃掃法第８条第１項施設   

一般廃棄物の種類 空き缶類 

設置場所     相模原市中央区宮下３丁目 359-11.12 

許可年月日：平成１４年９月９日   

処理能力   １２ｔ/日（８ｈ） 

許可の条件  なし 

処理施設設置許可   

施設の種類 ごみ処理施設（圧縮施設）廃掃法第８条第１項施設 

一般廃棄物の種類 紙（新聞、雑誌、ダンボール）ペットボトル、プラスチック製容器包装類 

設置場所     相模原市中央区宮下３丁目 359-11.12 

許可年月日：平成１４年９月９日 

処理能力   １２7ｔ/日（８ｈ） 

許可の条件  なし 

処理施設設置許可   

施設の種類 ごみ処理施設（圧縮施設）廃掃法第８条第１項施設 

一般廃棄物の種類 ペットボトル、プラスチック製容器包装類 

設置場所     相模原市中央区宮下３丁目 359-11.12 

許可年月日：平成１８年７月２８日 

処理能力   圧縮施設（ペットボトル）：4.8ｔ/日（8ｈ） 

        圧縮施設（プラスチック製容器包装）：12.08ｔ/日（8ｈ） 

許可の条件  なし 

産業廃棄物処分業許可 

事業の区分 中間処理（破砕） 

中間処分を行う場所及び中間処分に係る保管場所 

相模原市中央区宮下三丁目３５９－１１、１２（４，９５８．６７㎡） 

破砕施設（廃プラスチック類、木くずに限る） 

ａ 木くずの処理能力  ４．２ｔ/日（８時間） １基 

ｂ 廃プラスチック類の処理能力 ３．６ｔ/日（８時間） １基 

保管施設  ア 処理前廃棄物（コンテナ保管） 

廃プラスチック類      保管面積１９．５㎡   最大保管量２１．４８㎥ 

木くず           保管面積１９．５㎡   最大保管量２１．４８㎥ 

イ 処理後廃棄物（コンテナ保管） 

廃プラスチック類      保管面積９．7５㎡   最大保管量１０．７４㎥ 

木くず           保管面積９．7５㎡   最大保管量１０．７４㎥ 

 



8.環境活動の取り組み結果の評価              

   環 境 目 標 目 標 達 成 手 段 目 標 今年度（5 年度）実

績 

評 価 

温
室
効
果
ガ
ス
の
総
排
出
量
の
削
減 

①社内全車両・全重機

の燃費向上、燃料使用

量の削減 

※今年度より環境目標

を変更し、総使用量の

目標から、燃費の向上

に変更した。 

1.エコドライブの実施 軽油一台当たりの 

目標燃費 

3.67ｋｍ/ℓ 以上 

 

ガソリン 

6,097ℓ以下 

年間燃費 

 

3.88ｋｍ/ℓ 

 

軽油 116,794ℓ 

ガソリン 5056ℓ 

目標値より 5.7％以

上達成した。 

 

〇 

           

2.アイドリングストップ 

3.走行時以外のエアコンの使用禁止 

4..重機類のエンジン上限回転数厳守 

5.機械の空運転禁止 

6.ストーブを必要以上運転しない 

7.洗車スチームを必要以上使用しない 

① 電気使用量削減 

2023年度目標 

270,000kWｈ以下 

排出係数 

0.457 ㎏-CO2/ｋ

Wh 

1.機械（モーター類）の空運転禁止起

動時のピーク抑制 

目標（原単位） 

１ｔ当りの使用電力 

270000ｋＷｈ以下

19.30kWｈ以下 

 

年間使用電力 

256,503kWｈ 

処理量/電力

12329.06ｔ 

20.83kWｈ/ｔ 

目標値より使用電力 

13497ｋWh 

ｔ処理使用電力 

1.53kWｈ/ｔ

（7.92％）の増 

2.消灯・減灯 となりました。× 

3.エアコン温度設定  
4.省エネ機器の導入 

 年間排出量の削減 上記の確実な実行 449,359    

ＣＯ2-ｋｇ以下 

433,598   

ＣＯ2-ｋｇ 

目標値より 3.81％

減となりました。〇 

水資

源の

投入

量の

削減 

上水の使用量削減 

 

1.漏水の定期チェック 基準年より 2％減 

上水 1500 ㎥以下 

 

1217 ㎥となり-283

㎥（18.8％）の達成。 

 

昨年は、目標に対し 

-19.9％達成。 

〇            

2.洗車時の節水 

3.手洗い、トイレ、洗濯時の節水 

 

廃棄

物総

排出

量の

削減 

①総物資（ＯＡ紙）投

入量の削減 

 

②廃棄物排出削減 

 

1.裏紙使用推進 年間使用量 44000

枚以内 

 

44400

（100.9％） 

（+400 枚） 

顧客増加に伴い料金

改定や、請求など× 2.データ類・帳票類のＩТ化 

3.ミスコピーの減少推進 

1.廃棄物の資源化による削減 3000ｋｇ以内 2783ｋｇ 

（-13％） 

紙タオルなどの使用

により目標見直し  

〇 

2.分別精度の向上による削減 

グ
リ
ー
ン
購
入

促
進 

副資材、オフィス用品

のグリーン購入の推進 

1.購入資材の環境負荷最小化 数値目標は設定して

いない。 

実購入物に対し

35％グリーン購入

の達成 

相模原市エコオフィ

ス規定の維持推進  

○ 

2.環境ラベル貼付の選定・購入 

3.相模原市エコオフィス認定取得 

4.相模原市エコオフィス認定維持・推

進 

受
託
し
た
廃
棄
物
の
環
境
配
慮 

①一般廃棄物（資源

物）、産業廃棄物の再

資源化促進  

1.分別精度の向上による資源化量の増

加 

 

 

 

 

左記の実施 

 

 

 

 

左記の実施 

 

 

 

 

 

   ○ 

2.現場訓練の実施 

②一般廃棄物（資源

物）、産業廃棄物の埋

立量削減  

1.分別精度の向上による削減 

2.現場訓練の実施 

③有害物混入防止 1.搬入時の検査体制強化 

④事故発生時の対応 1.緊急時の訓練実施 

2.新入社員教育の実施 

⑤資源化に関する社員

教育 

1.部署ごとの教育徹底 

2.現場での教育訓練 

社会

的貢

献 

地域とのコミュニケー

ション 

 積極的なコミニュケ

ーション活動 

定期的に清掃を行

った。 

 

   〇 1.工場周辺の清掃（定常作業） 

2.苦情の対応 

環
境
教
育
の
充

実 

①環境教育・環境活動

の教育 

1.社員、協力会社への環境教育・環境

活動の教育 

毎月実施 部署単位で実施し

た。 

    

 

   ○ 2.ＥＡ21 活動内容 

3.緊急時教育 

②環境関連法令の教育 1.廃棄物関係法令の教育 

 

 

社長 環境管理責任者 事務局 

原 林 渡部 
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社長 環境管理責任者 事務局 

原 林 原 

目的 目的 設定種類 目的達成手段（活動内容） 担当者 有効性の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室

効果

ガス

の総

排出

量の

削減 

 

 

 

 

 

 

①社内全車

両・全重機の

燃費向上、燃

料使用量の抑

制、改善 

 

≪軽油≫ 

 

1.エコドライブの実施 

2.アイドリングストップ 

3.走行時以外のエアコン使用禁

止 

 

小瀬沢 

田中 

毎月の数値把握と目標設定値に対する有効性の

確認 

実行のチェック 

３カ月ごとの評価 

4.重機類のエンジン上限回転数

厳守 

5.機械の空運転禁止 

渡部 

大堀 

高橋 

 

毎月の数値把握と目標設定値に対する有効性の

確認 

実行のチェック 

毎月の評価 

 

≪灯油≫ 

 

 

6.ストーブを必要以上運転しな

い 

7.洗車スチームを必要以上しな

い 

林 

内田 

毎月の数値把握と目標設定値に対する有効性の

確認 

実行のチェック 

毎月の評価 

≪ガス≫

ＬＰＧ 

 

8.給湯器の時間制限 小瀬沢 

田中 

毎月の数値把握と目標設定値に対する有効性の

確認 

実行のチェック毎月の評価 

 

② 電気使用

量 削減 

≪電気≫

使用量 

ピーク 

 

≪電気使用量≫ 

1.機械（モーター類）の空運転

禁止・起動時のピーク抑制 

2.工場稼働時間割制による稼働 

3.消灯・減灯 

4.エアコン温度設定 

5.省エネ機器の導入 

 

渡部 

大堀 

高橋 

毎月の数値把握と目標設定値に対する有効性の

確認 

実行のチェック 

毎月の評価 

 

水資

源投

入量

の削

減 

上水の使用量

削減 

≪上水≫ 1.漏水の定期チェック 

2.洗車時の節水 

3.手洗い、トイレ、洗濯時の節

水 

 

 

安藤 

柿澤 

毎月の数値把握と目標設定値に対する有効性の

確認 

実行のチェック毎月の評価 

廃棄

物総

排出

量の

削減 

①総物質

（紙）投入量

の削減 

≪紙≫ 

（ＯＡ

紙） 

1.裏紙使用推進 

2.データ類・帳票類のＩＴ化 

3.ミスコピーの減少推進 

 

原 

春山 

毎月の数値把握と目標設定値に対する有効性の

確認 

実行のチェック毎月の評価 

②廃棄物総排

出量の削減 

≪一般・

産廃≫ 

1.廃棄物の資源化による削減 

2.分別精度の向上による削減 

受託

した

廃棄

物の

環境

配慮 

①受託した廃

棄物のリサイ

クル率向上 

② 

受託した廃棄

物の環境負荷

軽減 

≪一般資

源≫ 

 

<産業廃棄

物> 

1.分別精度の向上 

2.資源物へのゴミの混入防止 

3.リサイクル率の向上 

 

 

 

 

田代 

渡部 

大堀 

高橋 

毎月の数値把握と目標設定値に対する有効性の

確認 

実行のチェック毎月の評価 

グリ

ーン

購入

の促

進 

副資材、オフ

ィス用品等の

グリーン購入

の推進 

≪副資材

≫ 

１.購入資材の環境負荷最小化 

2.環境ラベル貼付の選定・購入 

3.相模原市エコオフィス認定取

得 

4.相模原市エコオフィス認定維

持・推進 

 

江成 

春山 

毎月の数値把握と目標設定値に対する有効性の

確認 

実行のチェック毎月の評価 



１０．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無 

 

法令 評価の結果 

廃棄物処理法 ○ 

容器包装リサイクル法 ○ 

騒音規制法 ○ 

振動規制法 ○ 

家電リサイクル法 ○ 

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 ○ 

フロン排出抑制法 〇 

神奈川県生活環境のへ全等に関する条例 ○ 

神奈川県廃棄物の不適正処理の防止に関する条例 ○ 

相模原市環境保全に関する条例 ○ 

 自社の評価の結果、過去 5年間、環境関連法規への違反はありません。なお関係当局よりの違反の指摘はこの

期間ありません。（対象期間 2019.4.1～2024.3.31） 

 

１１．代表による全体評価と見直し結果と次年度へ向けて 

CO2-kg排出目標値は達成している。軽油使用量も減少しているが前年度より車両入替や収集作業の増加で

などで稼働車両が増加しているので燃費が悪くなっているかと思う。引き続き、収集ルートの見直し、エコド

ライブ実施、電動フォークリフト導入など取り組んでいく。 

資源処理に対する電気使用量の目標が達成できていない、社会状況の変化により処理資源物が軽量化されて

いるためトン当たりの電気使用量の目標を見直す。また、処理設備の内容を検討する。 

紙使用量の増加については、請求書の電子化を検討していく。 

水道使用料については、女性用トイレなど増設をし、また、車両盗難や不法侵入者を未然に防ぐセキュリテ

ィ強化のため、本社の屋外にレーザー感知式警報機を設置した。警報機を起動させるため従業員の帰宅を促す

ようにしたところ、警報機を設置した翌月から水道使用量が減った。従業員が終業時間外の夕方早朝に、外に

設置されている洗濯機の使用が制限されたためと考えられる。早朝の洗濯機の使用を制限し無駄が削減された

が、夕方に洗濯が必要な従業員も制限してしまった。 

労働環境の整備も含め業務と環境経営とが両立できるように評価と見直しを行って持続可能な経営の構築

を目指し目標を見直す。 

2024.5.15 

                                   代表取締役 原 正弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２．地域コミュニケーション（不法投棄パトロール） 

県央地区廃棄物処理業協議会主催の不法投棄パトロールに、今年も参加させていただきました。 

ただし、コロナ感染症対策により、1 地区 1 名のみとなりました。雨のため、パトロール可能の場所のみ

です。 

 

 

 

 

 

 

１３．各種認定取得 

・グリーン経営認証による自主点検の実施 

 グリーン経営認証（公益財団法人交通エコロジー・モビリティー財団認証）を取得し、車両のコンディション

を常に良好に保てるよう、環境負荷やエコドライブに影響のある点検を毎

月 1回、自主的に行っています。 

点検項目           方法 

・黒煙            基準による 

・エアコン          サイトグラスによる 

・タイヤ空気圧        適正圧力の維持 

・エアフィルター       清掃交換機順による 

・エンジンオイル・フィルター 定期的な交換 

・その他ラジエーターの清掃やタイヤの周囲点検等 

 

この自主点検を実施してから、燃費の向上に役立っています。 

点検する担当者も、自身が担当する車両の状態を常に、把握する様になって

きたと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１４．経済活動とエネルギー使用についての分析（取り扱い量と使用電力の関係） 

過去 10年間の実績について分析しました。エコアクションの取り組みなどにより、2015年度までの電力使用

については、効果的に推移してきました。その後の電力使用量の上昇は、産業廃棄物の取扱量の増加によるも

のと推察されます。2020年から 2021年の処理量の増加は、コロナ禍の在宅ワークの浸透による家庭系の廃棄物

及び、資源物の増加によるものも推察され、一時的な増加と思われますが、2022年度は、量的な落ち着きを取

り戻し始めているように思います。このことから、使用電力の抑制について、新たな改善が必要と思われま

す。人員配置や、労働力確保などの人的労働力を確保し、分別精度を高めのサイクル率を向上させるなど考慮

すべきと考えます。 

全処理量と、エネルギー使用量の関係 

表とグラフでは資源物と容器プラスチックの関係性は、2018年まで緩やかな現象であったが、コロナ禍での増

加があり、2023年の行動規制の緩和でコロナ前の数量まで減少している。使用電力量は 2020年をピークとして

減少傾向にあるが、この数年の夏の異常な高温で、熱中症対策としてクーラーの使用により電力使用量が増加

している。また、搬入資源量が減ってきてはいるが、最低使用する電力量はかかってしまうので、電力の使用

制限は限界に達すると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

プラ量 3775 3831 3977 4149 4256 4,374 4,655 4,751 4,719 4,330 

資源量 9707 9517 9122 8776 8549 8,724 9,336 8,713 8,699 7,998 

電力量 236959 246268 262713 253129 269037 268512  270981  268553  252231  257583  
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【今後の課題】 

 

事業所より排出される廃棄物について 

今年度は、特に事業所より排出される廃棄物が増加した。これは、感染症対策などのペーパータオルの使

用によるもので、コロナによる行動制限は無くなったものの、コロナ自体がなくなったわけではないの

で、感染対策は今後も特に行っていくため、目標値は年間 3000㎏を上限とすることを続行します。 

一般資源物（可燃物）の増加により、なるべく資源としてリサイクルする事を徹底していきます。また新規

雇用者に対し感染症対策を施したうえで指導、教育を徹底することが必要です。 

 

２．受託した廃棄物の環境配慮について 

2023年度の活動については、搬入される資源物については、コロナ感染症対策の、行動規制が解除され社

会生活がコロナ前と同様になってきた。そのため資源ゴミの搬入量が顕著に少なくなってきています。ま

た、作業上の種々の分別啓発活動や教育が徹底できていない事があり、コロナ禍の終息とともに活動を再開

していきます。現段階では、今までの分別配慮と啓発を徹底してまいります。エネルギー使用についても、

最近の物価の高騰により、使用エネルギーの経済負担が増え、今後の事業活動に大きく左右されるので、早

急に発注者への周知と、値上などの対策を講じることも必要となり、今後この点も重要となります。 


